
商店街、空き店舗所有者を対象とした
空き店舗に関する調査について
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中小企業庁商業課

資料１



空き店舗に関する調査 概要

商店街及び空き店舗所有者を対象として、空き店舗に関する調査を実施。
商店街向け調査の回答数は1858、空き店舗所有者向け調査の回答数は195で
あった。
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・平成28年12月に実施。

・5000の商店街に送付。

・有効回答数1858、回答率37.2%。

・商店街内の空き店舗数、空き店舗と
なった要因、影響、取り組んでいる
対策などについてアンケート形式で
調査。

・平成28年12月～2月に実施。

・995の所有者に送付。

・有効回答数195、回答率19.6％。

・空き店舗の立地、期間、今後の使い道
などについてアンケート形式で調査。

商店街向け調査 空き店舗所有者向け調査

※商店街・空き店舗所有者共に、集計結果は平成２９年２月末時点の暫定値



１. 商店街向け調査結果について
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1-1．商店街の概要

商店街の業態は約61%が任意団体、約31％が振興組合、約8%が協同組合。
タイプは55％が近隣型、約35%が地域型、8%が広域型。
立地環境は約34%が住宅街、約25%が繁華街、約20%が駅前・駅ビル。
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商店街振

興組合
30.9%

事業協同

組合
7.8%

任意団体
61.3%

○商店街の業態

近隣型商

店街
55.0%

地域型商

店街
34.7%

広域型商

店街
8.0%

超広域型

商店街
2.4%

繁華街
25.1%

住宅街
34.4%

駅前・駅

ビル
19.7%

ロードサ

イド
9.2%

オフィス街
2.6%

観光地
2.9%

その他
6.2%

○近隣型商店街･････最寄品中心の商店街。地元主婦が日用品を徒歩又は自転車などにより買い物を行う商店街
○地域型商店街･････最寄品及び買い回り品が混在する商店街で、近隣型商店街よりもやや広く徒歩、自転車、車等で来街する商店街
○広域型商店街･････百貨店、量販店等を含む大型店があり、最寄品より買い回り品が多い商店街
○超広域型商店街･･･百貨店、量販店等を含む大型店があり、有名専門店、高級専門店などを中心に構成され、遠距離から来街する商店街

○商店街のタイプ ○商店街の立地環境

商店街向け



1-2．商店街内の空き店舗数・割合等

１商店街あたりの、平均空き店舗率は10.4%である。
空き店舗の内訳は、居住者のいる住居兼店舗が約41%、専用店舗が約30%、
居住者のいない住居兼店舗が約29%となっている。
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○商店街内の空き店舗のうち、住居兼店舗、専用店舗の割合○1商店街あたりの平均店舗数、空き店舗数・割合

1商店街あたりの平均店舗数 40.4 店

1商店街あたりの平均空き店舗数 4.2 店

1商店街あたりの平均空き店舗率 10.4%

空き店舗数のうち
住居兼店舗（居住者あり）数の割合

41.0%
(3,112店)

空き店舗数のうち
住居兼店舗（居住者なし）数の割合

29.3%
(2,223店)

空き店舗数のうち
専用店舗数の割合

29.8%
(2,261店)

（調査商店街数：1,810 調査空き店舗数合計：7,596店）

※全調査商店街のうち、空き店舗率が100%と回答した商店街を
除外して算出。

0%
23.5%

0%～10%

29.3%

10%～20%

22.2%

20%～30%

11.2%

30～50％
9.4%

50%以上
4.4%

○商店街の空き店舗率分布

商店街向け



1-3．空き店舗となる前の業種

空き店舗となる前の業種は「衣料品・身の回り品店」の割合が最も高く、次
いで「飲食店」、「生鮮食品・日配食品店」の順となっている。
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50.0
29.1
29.8

24.6
17.7

15.6
3.5

6.8
0.9

4.0
1.0

37.4
17.8

22.3
5.4

2.2
0.6

7.0
15.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

衣料品・身の回り品（衣料・靴など）
文化品・耐久消費財店（本・文具など）
生鮮食品・日配食品店（肉・魚など）

加工食品・菓子店（米・乾物・菓子店など）
パン・弁当・惣菜・生菓子店等製造小売業
家庭用品・日用品店（雑貨・食器など）

コンビニエンスストア
ドラッグストア

買回り品総合店（総合スーパーなど）
最寄り品総合店（食品スーパーなど）

ディスカウント店
飲食店（レストランなど）

居酒屋・バー
サービス店（理容・クリーニングなど）
遊技場（パチンコ・ゲームセンターなど）

金融機関
公共施設（コミュニティスペースなど）

オフィス
その他

○商店街内における、空き店舗となる前の入居業種（複数回答可）

商店街向け



○空き店舗があることによる悪影響（複数回答可）
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1-4．空き店舗があることによる悪影響

空き店舗があることによる悪影響は、「商店街としての魅力低下」が最も高
く、次いで「必要業種の不足」、「景観の悪化」の順となっている。

80.0

52.9

34.6

7.0

35.1

3.4

16.3

8.7

1.2

13.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

商店街としての魅力の低下

買い物客に必要な業種の不足

地域行事の担い手不足

治安の悪化

景観の悪化

衛生上の心配

防災上の心配

周辺の不動産価格の下落

その他

特に悪影響はない

商店街向け



○過去3年間に商店街内の空き店舗が
解体・撤去されたことがあるか
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1-5．商店街内の空き店舗の解体・撤去

過去3年間に空き店舗が解体・撤去されたことがある商店街は約35%となっ
ている。

解体・撤去後の利用状況の上位は「駐車場」、「空き地のまま」、「住宅」
の順である。

ある
34.7%

ない
59.2%

わからない
6.1% 20.7

2.4

3.7

31.9

42.3

40.8

6.8

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

新しい店舗

オフィス

商店街の共同利用施設

住宅

駐車場

空き地のまま

その他

○解体・撤去後の利用状況（複数回答可）

商店街向け



1-6．商店街で取り組んでいる空き店舗対策①

約70%の商店街は、特に空き店舗対策に取り組んでいない。
取り組んでいる事業の上位は、「所有者への要請」、「情報発信・出店誘
致」、「コミュニティ施設として利用」となっている。
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○商店街として取り組んでいる空き店舗対策（複数回答可）

8.9

4.8

2.7

4.8

10.5

9.1

5.9

5.3

5.6

2.5

2.7

70.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

コミュニティ施設（交流サロン・休憩所等）として利用

チャレンジショップ等の創業者支援の場として利用

NPO・産学官連携等の活動場所として提供

駐車場・駐輪場として利用

所有者へ積極的に活用するよう要請

情報の発信、出店希望者に対する誘致

所有者と出店希望者とのマッチング

空き店舗の改修費用に係る補助

空き店舗に入居する事業者への家賃補助

廃業意向のある店舗の把握、廃業後の有効活用に向けた協議

その他

特に何もしていない

商店街向け



1-6．商店街で取り組んでいる空き店舗対策②

空き店舗対策のうち、所有者への要請は 「大変有効」「まあまあ有効」の合
計は約30％となっている。一方、改修費補助、家賃補助はどちらも「大変有
効」「まあまあ有効」の合計が約70%となっている。
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○所有者への要請の効果
大変有効
3.6%

まあまあ有効
26.6%

あまり効果なし
56.1%

全く効果なし
13.7%

大変有効
12.5%

まあまあ有効
50.0%

あまり効果な

し
31.3%

全く効果なし
6.3%

○所有者と出店希望者とのマッチングの効果

大変有効
31.9%

まあまあ有

効
37.7%

あまり効果

なし
23.2%

全く効果な

し
7.2%

○空き店舗改修費補助の効果

大変有効
23.0%

まあまあ有効
45.9%

あまり効果な

し
24.3%

全く効果なし
6.8%

○空き店舗入居者への家賃補助の効果

商店街向け



1-7．空き店舗所有者への活用提案

空き店舗所有者に活用策の提案をしたことがある商店街は約13%である。
そのうち、同意を得られたことがある商店街は約48%である。
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ある
12.6%

ない
87.4%

ある
47.5%ない

42.0%

交渉中
10.5%

○商店街内の空き店舗所有者に対して
活用策を提案したことがあるか

○提案に対して、空き店舗所有者から
同意を得られたことがあるか

商店街向け



1-8．効果的だと思う空き店舗対策

商店街主導の対策では「所有者への要請」「情報発信・誘致活動」が効果
的、行政主導では「誘致活動」「改修費補助」が効果的と考えられている。
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○効果的だと思う商店街等が主導する空き店舗対策
（３つまで回答可）

40.9

37.5

40.5

22.5

18.6

21.3

9.8

0% 10% 20% 30% 40% 50%

所有者へ積極的に活用するよう要請

有効利用策を所有者へ提案

空き店舗情報の発信、出店希望者等

に対する誘致活動

所有者と出店希望者とのマッチン

グ、交渉への同席

商店街自らがコミュニティスペース

や展示スペース等として利用

廃業意向のある店舗の把握、廃業後

の有効活用に向けて協議

その他

29.3

42.8

20.1

38.8

41.3

18.7

8.1

5.2

11.3

3.4

6.9

0% 10% 20% 30% 40% 50%

空き店舗バンク等による情報の積極的な発信

新規出店希望者等の誘致

公共施設の誘致・立地

新規出店者に対する家賃補助

店舗改修またはリノベーション費用に対する補助金

長期的な視野での商店街活性化のためのプラン作成に関す

る助言

専門家等のアドバイザー派遣

空き店舗対策に関する勉強会の開催

空き店舗が解消された場合に、税負担を減らす措置

空き店舗が解消されない場合に、税負担を増やす措置

その他

○効果的だと思う行政が主導する空き店舗対策
（３つまで回答可）

商店街向け



2. 空き店舗所有者向け調査結果について
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2-１. 空き店舗の状況、空き店舗期間

空き店舗の現在の店舗内状況は上位から「営業時のまま」が約60％ 、「倉
庫・物置等に利用」が20% 、「住居の一部に利用」が約7%となっている。

空き店舗になっている期間は上位から「1~3年未満」が約28%、「5~10年
未満」が約22%、「10年以上」が約19%となっている。
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○空き店舗になっている期間

単位：％

○空き店舗の現在の店舗内状況

単位：％

営業をしていた

当時のままの状

態

59.5

住居の一部とし

て利用している

7.2

倉庫・物置等と

して利用してい

る

20.0

その他

10.3

不明

3.1
1 年未満

13.3

1 ～3 年未満

28.2

3 ～5 年未満

13.8

5 ～10年未満

21.5

10年以上

18.5

不明

4.6

所有者向け



31.3

41.0

5.6

35.4

20.5

0.5

11.3

3.6

16.4

2.1

0 10 20 30 40 50

経営不振

商店主の高齢化・後継者の不在

他に安定した収入が得られる

商店街への来街者の減少など商圏内の人口減少の影響

周辺の大型店の進出・撤退の影響

周辺の工場・大学・公共施設等の移転の影響

よりよい立地・店舗条件を求めて移転した

店舗の老朽化により使用できなくなった

その他

不明

2-2. 空き店舗になった理由
空き店舗になった理由は上位から「商店主の高齢化・後継者の不在」が
41%、「商店街への来街者の減少など商圏人口の減少」が約35%、「経営不
振」が約31%となっている。
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○空き店舗になった理由（複数回答可）

％

所有者向け



決まっている

16.4

決まっていない

81.0

不明

2.6

2-３. 空き店舗の使い道

今後１年以内に使い道が決まっている空き店舗は、約16％となっている。
使い道が決まっている空き店舗の具体的な用途は上位から「店舗として賃
貸」が約44%、「所有者またはその家族が店舗以外の用途で使用」が約
19%、「土地・建物ごと売却」が約16%となっている。
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○決まっている具体的な用途

単位：％

○今後１年以内に空き店舗の使い道が決まっているか
％

6.3

18.8

43.8

3.1

3.1

15.6

6.3

3.1

0 10 20 30 40 50

自分または家族が店舗として使用

自分または家族が店舗以外の用途で使用

店舗として賃貸

建物を取り壊し、駐車場にする

建物を取り壊し、更地にする

土地・建物ごと売却

再開発事業や道路の用地として収容

その他

所有者向け



53.8

5.1

16.5

2.5

2.5

3.2

5.7

19.0

1.3

6.3

23.4

12.7

1.3

2.5

0.6

0 10 20 30 40 50 60

賃貸/ 売却する意向があるが、相手先がみつからない
賃貸/ 売却する意向があるが、条件が合わず契約に至らない

補修・改修を行っておらず貸しにくい
自分もしくは家族が店舗などに使用する予定がある
建物を解体し、住居・店舗等にする予定がある
権利関係が複雑で賃貸/ 売却することができない

住居部分に居住者がおり、賃貸することができない
積極的に賃貸/ 売却しなくても、生活に支障がない

現状のままの方が、固定資産税や相続税の優遇がある
先祖代々の土地・建物に思い入れがある

この先どうするか検討中
しばらくは現状のままにしておく

再開発事業や道路の用地として収容される予定がある
その他
不明

2-4. 空き店舗状態が続いている理由
空き店舗状態が続いている理由は上位から「賃貸／売却の相手先が見つから
ない」が約54%、「検討中」が約23%、「賃貸／売却しなくても生活に支障
がない」が19%、「補修・改修を行っていない」が約17%となっている。

賃貸／売却の意向がある所有者のうち、不動産業者に依頼するなど実際に相
手先を探しているのは約68%となっている。
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○実際に賃貸／売却先を探しているか

○空き店舗状態が続いている理由（複数回答可） ％

単位：％

探している

68.1

探していない

28.6

不明

3.3

所有者向け



33.8

19.0

25.1

27.2

10.8

9.7

9.7

12.3

6.7

21.0

17.4

0 10 20 30 40

空き店舗情報の発信、出店希望者等への誘致活動

出店希望者とのマッチング、交渉への同席

新規出店者に対する家賃補助

店舗改修（リノベーション）費用に対する補助

耐震改修費用に対する補助

専門家等のアドバイザー派遣

公共施設の誘致・立地

空き店舗が解消された場合に、税負担を減らす

その他

特にない

不明

積極的に協力する

27.7

内容によって判断

33.3

過去に提案を受けた

が協力していない

1.0

協力しない

4.1

わから

ない

15.9

その他

2.6 不明

15.4

2-５. 行政や商店街に求める支援策
行政や商店街に求める支援策は上位から「情報の発信、誘致活動」が約
34%、「改修費補助」が約27%、「出店者への家賃補助」が約25%となっ
ている。

行政や商店街から空き店舗の有効利用策の提案があった場合の意向として、
「積極的に協力する」「内容によって判断」という前向きな意見が合わせて
61%を占めた。
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○空き店舗の有効利用策への協力意向○行政や商店街に求める支援策（複数回答可）

単位：％

％

所有者向け



2-6. 空き店舗所有者の年齢、居住地

空き店舗所有者の年齢は上位から「60~69歳」が約30%、「70~79歳」が
約26%、「80歳以上」が約15%となっている。

空き店舗所有者の居住地は「空き店舗と同一の都道府県内」が約53%、「空
き店舗の住居部分」が約27%となっている。
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単位：％

○空き店舗所有者の年齢 ○空き店舗所有者の居住地

単位：％

29歳以下

0.5

30～39歳

1.5
40～49歳

3.6

50～59歳

10.8

60～69歳

30.3
70～79歳

26.2

80歳以上

15.4

不明

11.8
空き店舗の住居

部分

26.7

空き店舗と同一

の都道府県内

52.8

その他

11.3 不明

9.2

所有者向け


